
審査員規定施行細則 改正 

（審査ミス） 

第１１条  

４ 審査ミスに対する懲戒の基準 

前各項のミスに対して次に記すポイントにて２ポイントを超えた翌日より６ヶ月 

間の審査員資格停止とする。 

① 出場していない番号にマークをした場合        １ポイント 

     

改正後 ① 出場していない番号にマークをした場合        2ポイント 

 

 

付則 平成 30年 7月 26日 理事会承認 


